
3　職員の給与の状況

(1) 総括  

ア　人件費の状況（普通会計決算）

イ  職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）1　職員手当には退職手当を含まない。

　　　2　職員数は平成31年4月1日現在の人数である。

3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

　職員数には当該職員を含んでいない。

ウ　ラスパイレス指数の状況

（注）1  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(1)適

　用職員の俸給月額を100として計算した指数。　

2　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数

　とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域

　手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　（補正前のラスパイレス指数×（1＋当該団体の地域手当支給率）／（1＋国の指定基準に基づく

　地域手当支給率）により算出。）

％

954,258 535,861,333 6,719,898 140,140,946 26.2 26.6
元年度

人 千円 千円 　　　　　千円 ％

（参考）

（令和2年1月1日） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 平成30年度人件費率

区分 住民基本台帳人口 歳　出　額　 実質収支 人　件　費 人件費率

Ｂ／Ａ　　

元年度
人　 千円 千円 千円 千円 千円

14,710 62,444,885

区分 職員数 給与費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ

12,818,567 25,510,270 100,773,722 6,851

(H28.4) 

 99.6 

(99.5) 

(H28.4) 

100.3 

(H29.4) 

99.7 

(99.6) 

(H29.4) 

100.2 

(H30.4) 

99.7 

(99.6) 

(H30.4) 

100.1 

(H31.4) 

99.3 

(99.2) 

(H31.4) 

99.8 

90

92

94

96

98

100

102

104

106

和歌山県 都道府県平均 
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エ　給与改定の状況

（ア） 月例給

（イ） 特別給（期末勤勉手当）
（参考）

(2)　給与制度の総合的見直しの実施状況

①給料表の見直し

平成27年4月1日から、一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、
平均2％引き下げた。他の給料表についても、一般行政職との均衡を踏まえ見直し
を実施。

経過措置として、平成30年3月31日までの3年間の経過措置（現給保障）を実施。

②地域手当の見直し

平成27年4月1日から段階的に支給割合を引き上げることとしており、平成27年4月1日
時点及び給与改定後平成27年4月に遡及した支給割合は、次のとおり。

和歌山市 国
橋本市 和歌山県

国
和歌山県

③その他の見直し内容

平成27年4月1日から、管理職特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に
見直しを実施

(3) 一般行政職給料表の状況（令和2年4月1日現在）
(単位：　円）

較差 勧　告
国の改定率

A B A-B （改定率）

区 分

人事委員会の勧告

給与改定率

（参考）

民間給与 公務員給与

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額を
　　　ラスパイレス比較した平均給与月額である。

区 分

人事委員会の勧告

年間支給月数 民間の支給 　公務員の 較差 勧　告 国の年間

割合　　　Ａ

％

374,912 374,520 392 0.10 0.10 0.10
元年度

円 円 円 ％ ％

（注）　「民間の支給割合」は、民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、
　　 「公務員の支給月数」は、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

平成27年度の
支給割合平成26 平成28 平成29 平成30 令和元

月

4.50 4.45 0.05 0.05 4.50 4.50

支給月数　Ｂ A-B （改定月数） 支給月数

元年度
月 月 月 月 月

6%
3% 4% 4% 5% 5% 5% 5%
3% 4% 5% 6% 6% 6%

年度
支給割合 支給割合 支給割合 支給割合 支給割合

年度 4月1日
時点

遡及改
定後

年度 年度 年度

6級 7級 8級 9級

1号給の
給料月額

146,100 195,500 231,500 264,200 289,700

1級 2級 3級 4級 5級

0% 0%
0% 0% 0.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

そ の 他 の
県内市町村

0% 0% 0% 0% 0%

408,200 444,900 468,600 527,500

319,200 362,900 408,100 458,400

最高号給の
給料月額

247,600 304,200 350,000 384,200 393,000
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(4) 職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和2年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）1　「平均給料月額」とは、令和2年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務　　　 

　　　　手当などの諸手当の額を合計したものである。

イ　職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在）

円

円

円 円

円 －

円 －

円 －

円 円

円 円

ウ　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

一般行政職 43.4 327,123 414,259
技能労務職 57.2 334,711 358,684

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

小・中学校（幼稚園）教育職 40.7 344,611 387,060
警　　察　　職 37.5 315,117 427,707

うち守衛 - - -
高等（特別支援・専修・各種）学校教育職 44.2 374,330 422,724

うち用務員 57.2 334,711 358,684
うち運転業務員 - - -

高等学校教育職 大　学　卒 210,800
小・中学校教育職 大　学　卒 210,800

182,200
高　校　卒 154,900 150,600

技能労務職 高　校　卒 152,700

区　　　分 和歌山県 国

一般行政職
大　学　卒 188,700 円

総合 186,700
一般

396,682
高　校　卒 233,786 336,100 351,286 357,823

区　　　   分 経 験 年 数 10 年 経 験 年 数 20 年 経 験 年 数 25 年 経 験 年 数 30 年

一般行政職
大　学　卒 266,363 361,250 383,320

警　察　職
大　学　卒 208,600 211,400
高　校　卒 176,500 173,400

小・中学校教育職 大　学　卒 314,032 394,316 416,871 425,052

高等学校教育職 大　学　卒 315,191 398,218 420,381 432,437

技能労務職 高　校　卒 - - - -

403,023
警　察　職

大　学　卒 276,634 380,969 398,740 410,425
高　校　卒 255,240 351,664 382,225
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(5) 級別職員数等の状況

ア　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和2年4月1日現在）

①行政職給料表

（人） （％） 段階

1級 主事又は技師の職務 512 11.2

主事 434

1,773

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人）

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事又は技師の職務

38.9
係
員
級

技師 72
職業指導員 3
司書 3

計 512

24.2

副主査 810
主任 103
係長 15

職業指導員 1
司書 1

計 348

文書専門員 1
体育指導員 7
主任 7

教務主任 1
人事主事、指導主事、社会教育主事 19
政策推進員 3

4級 困難な業務を行う係長又は主査の職務 933 20.5

係長 59
主査 843
助教 4
船長、機関長

348 7.6

主事 251
技師 79
航海士 1

1,070 23.5

課
長
補
佐
級

班長 147
振興局課長 64
県税事務所課長 8
子ども・女性・障害者相談センター課長

計 933

2
こころの医療センター、その他福祉施設課長 3
土砂災害啓発センター所長、その他所長 2
産業技術専門学院課長 2

会計専門員、駐在員 7
入札契約統括員 6
文化情報センター長

1　本庁の課長補佐の職務
2　本庁の班長又は地方機関の課長の職務
3　主任の職務

1,070 23.5

課長補佐 114

7
港湾事務所課長

1,124 24.6
係
長
級

主査 173
人事主事、指導主事 3

計 1,104

3級
1　係長又は主査の職務
2　副主査の職務

1,104

動物愛護センター課長 1
公営競技事務所課長 1
工業技術センター課長 1

精神保健福祉センター次長 1
就農支援センター次長 1
男女共同参画センター課長 1

4

1

船長、機関長 2
専門技術員、調査員、検査員、専門員 27
政策審議員、改革推進員 5

消費生活センター支所長 1
高等看護学院事務長代理 1
農業大学校部長、准教授 5

計 1,070

警察書課長 10
調査官 13
主任 585

教育センター学びの丘課長、その他教育機関課長 11
人事主事、指導主事、社会教育主事 19
学校事務長、事務長補佐 22

5級
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区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計 内　訳

6級

1　本庁の課長の職務
2　振興局の部長の職務
3　地方機関（振興局及び和歌山県東京事務
　 所を除く。事項において同じ）の長の職
   務
4　本庁の副課長又は振興局の副部長の職務
5　企画員又は主幹の職務

431 9.4

課長 53

1
児童相談所長、仙渓学園長 2
公営競技事務所長

職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

1
産業技術専門学院長 1
世界遺産センター事務長 1
農林大学校長 1

500 11.0
課
長
級

室長、分室長 17
振興局部長 19
消防学校長 1
旅券事務長

消防学校副校長 1
環境衛生研究センター次長 1
児童相談所次長、その他福祉機関次長 4

振興局副部長 35
企画員 36
主幹 64

就農支援センター所長 1
土木機関事務所長 4
副課長、副室長 106

ジオパークセンター事務長 1
教育事務所長 1
学校事務長 22

土木機関事務所次長 6
総括監察査察員、総括検査員、総括調査員 20
総括専門員 8

産業技術専門学院副学院長 2
公営競技事務所次長 1
農林大学校副校長、教授、部長 3

次席 2
管理官、会計官 6

計 431

副館長 2
教育センター学びの丘副所長 1
監察官 3

教育センター学びの丘所長 1
紀南図書館長 1
教育事務所副所長 2

紀の川流域下水道事務所長 1
理事官 2
監察官 2

室長 6
産業技術専門学院長 1
港湾・ダム管理事務所長 2

7級

1　参事の職務
2　困難な業務を行う本庁の課長の職務
3　困難な業務を行う地方機関の長の職務
4　困難な業務を行う振興局の部長の職務
5　困難な業務を行う企画員の職務

96 2.1

課長 38
企画員 8
振興局部長 9

8級

1　本庁の部に置かれる局の長の職務
2　振興局の長又は和歌山県東京事務所の
　 長の職務
3　困難な業務を行う参事の職務

39 0.9

局長

世界遺産センター所長 1
労働委員会事務局次長 1

県税事務所長 3
こころの医療センター事務局長 1

参事 17

66 1.4
次
長
級

子ども・女性・障害者相談センター所長 1

県議会事務局次長 1
教育企画監 1

計 39

24
参事 11
東京事務所長 1
県税事務所長 1

3

計 96

図書館・博物館・美術館副館長

6
技監 1

計 28

合　計 4,561

28 0.6
部
長
級

事務局長 4
危機管理監 1
知事室長 1
会計管理者9級

1　本庁の部長の職務
2　本庁（和歌山海区漁業調整委員会事務局
 　を除く。）の事務局長の職務
3　困難な業務を行う振興局の長の職務
4　特に困難な業務を行う参事の職務

28 0.6

部長 7

1
振興局長 7
参事
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②研究職給料表

③医療職給料表（1）

（％） 段階

1級
上級の研究員又は学芸員の指揮監督の下に補
助的な試験研究を行う研究員又は学芸員補の
職務

0 0.0

81 34.5

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

29
副主査研究員 42
学芸員 10

係
員
級

計 0

2級

1　主査研究員又は主査学芸員の職務
2　副主査研究員又は学芸員の職務
3　高度な知識経験に基づき試験研究を行う
   研究員の職務

94 40.0

研究員

農業試験場部長、その他試験場部長 12

60 25.5

課
長
補
佐
級

暖地園芸センター、研究所副所長 4
畜産試験場副場長 1
総括主任研究員

3級

1　試験研究機関の部長の職務
2　主任研究員又は主任学芸員の職務
3　困難な業務を行う主査研究員又は主査学
   芸員の職務

113 48.1

主査研究員 46
主査学芸員 7

66 28.1
係
長
級

主査学芸員 2
専門研究員 4

計 94

計 113

4級

1　試験研究機関の長の職務
2　総括研究員の職務
3　困難な業務を行う試験研究機関の部長の
   職務

25 10.6

暖地園芸センター所長、研究所所長 4

1
主任研究員 33
主任学芸員 5
近代美術館課長、その他博物館等課長 4

8
企画員 1

計 25

主査研究員 7

1.3

林業試験場長

25 10.6
課
長
級

農業・果樹・畜産・水産試験場長 4
総括研究員 4
農業・果樹・水産・林業試験場副場長 4
環境衛生研究センター、工業技術センター部長

合　計 235

工業技術センター所長 1

1 0.4
部長
級計 3

1
2 0.9

次長
級

環境衛生研究センター所長 1

24 58.5
係
員
級計 24

1級 医師の職務 24 58.5

医師 24

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計

5級 困難な業務を行う試験研究機関の長の職務 3

副院長 1

1
主幹 1

計

2 4.9
係
長
級

医長 1

計 2

2級
1　病院の医長又は保健所の課長の職務
2　主任の職務
3　困難な医療業務を行う医師の職務

2 4.9

医師 1

1 2.4
次
長
級

12

4級
1　本庁の部に置かれる局の長の職務
2　病院の長の職務
3　参事の職務

3 7.3

院長 1

技監 1

12 29.3
課
長
級

部長 2
企画員 6
総括専門員 1
精神保健福祉センター所長

3級

1　病院の副院長若しくは部長又は保健所の
　 長の職務
2　総括専門員の職務
3　和歌山県精神保健福祉センターの長の職
   務

12 29.3

合　計 41

2 4.9
部長
級

参事 1

計 3
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④医療職給料表（2）

⑤医療職給料表（3）

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計

1級

1　医療技師（診療放射線技師、栄養士、
   診療エックス線技師、臨床検査技師、
   衛生検査技師、臨床工学技士、理学療
   法士又は作業療法士（以下「診療放射線
   技師等」という。）をいう。）の職務
2　医療技師（歯科衛生士、歯科技工士、
   あん摩マッサージ指圧師、はり師又は
   きゅう師（以下「歯科衛生士等」とい
   う。）をいう。）の職務
3　福祉技師の職務

4 3.7

医療技師 2

2級

1　技師の職務
2　医療技師（薬剤師又は獣医師をいう。）
   の職務
3　困難な業務を行う医療技師（診療放射線
   技師等をいう。）又は福祉技師の職務
4　高度の技術又は経験を必要とする医療技
   師（歯科衛生士等をいう。）の職務

18 16.7

技師 3
医療技師 15

5級

1　保健所又は和歌山県動物愛護センターの
   課長の職務
2　家畜保健衛生所の次長又は課長の職務
3　薬局長又は技師長の職務
4　主任の職務
5　困難な業務を行う主査の職務

30 27.8

主査

4級
1　主査の職務
2　困難な業務を行う副主査の職務

25 23.1

副主査 1
主査 24

計 18

3級 副主査の職務 28 25.9
副主査 28

計 28

薬局長 1
主任 12

計 30

1
家畜保健衛生所次長 2

29 26.9

課
長
補
佐
級

保健所、家畜保健衛生所課長 13
家畜保健衛生所支所長 1

25 23.1
係長
級計 25

51 47.2
係
員
級

栄養士 2

計 4

1
家畜保健衛生所長 2

計 3

合　計 108

3 2.8
課
長
級

計 0

7級
1　家畜保健衛生所の長の職務
2　和歌山県動物愛護センターの長の職務

3 2.8

動物愛護センター所長

6級 総括専門員の職務 0 0.0

（％） 段階

1級 准看護師の職務 1 0.4
准看護師 1

143 63.3

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

11
専任教員 6
副主査准看護師 2 係

員
級

計 1

2級

1　保健師又は助産師の職務
2　看護師の職務
3　福祉技師の職務
4　専任教員の職務
5　副主査准看護師の職務

39 17.3

保健師 20
看護師

57

副主査専任教員 10
副主査准看護師 1

計 92

計 39

3級

1　副主査、副主査助産師、副主査看護師又
   は副主査専任教員（以下「副主査等」と
   いう。）の職務
2　困難な業務を行う副主査准看護師の職務

92 40.7

副主査 10
副主査看護師 71

1
課長 8
主任

5級

1　病院の副部長の職務
2　困難な業務を行う看護師長の職務
3　保健所の課長の職務
4　主任、主任助産師、主任看護師又は主任
   専任教員の職務

30 13.3

副部長 1

11
教務主任 2

計

46 20.4
係
長
級

主査専任教員 9
主査看護師 6
副看護師長 16

計

4級

1　看護師長の職務
2　副看護師長の職務
3　主査、主査助産師、主査看護師又は主査
   専任教員の職務
4　困難な業務を行う副主査等の職務

57 25.2

副主査看護師 11
主査 15

計 7

合　計 226

7 3.1
課
長
級

主幹 1
副学校長 1
教務主幹 1
看護部長

30

6級

1　病院の部長の職務
2　困難な業務を行う病院の副部長の職務
3　和歌山県難病・子ども保健相談支援セン
   ターの長の職務

7 3.1

難病・子ども保健相談支援センター長 1

1
看護副部長 2

30 13.3

課
長
補
佐
級

看護師長 7
科長
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⑥高等学校等教育職員給料表

⑦中学校教育職員給料表

講師
等

養護助教諭 9
寄宿舎指導員 39
実習助手 71

計 376

（％） 段階

1級

1　高等学校の助教諭、養護助教諭、講師又
   は実習助手の職務
2　特別支援学校の助教諭、養護助教諭、
   講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務

376 13.2

講師 257

376 13.2

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

計 2,354

特2級
1　高等学校の主幹教諭の職務
2　特別支援学校の主幹教諭の職務

0 0.0

2,354 82.7 教諭等

養護教諭 57
栄養教諭 6
寄宿舎指導員 20
実習助手2級

1　高等学校の教諭又は養護教諭の職務
2　特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養
   教諭の職務
3　困難な業務を行う高等学校の助教諭、養
   護助教諭、講師又は実習助手の職務
4　困難な業務を行う特別支援学校の助教
   諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄
   宿舎指導員の職務

2,354 82.7

教諭 2,239

30
講師 2

72 2.5
副校長
教頭

教頭 71

計 72

3級
1　高等学校の教頭の職務
2　特別支援学校の教頭の職務

72 2.5

副校長 1

0 0.0 主幹教諭

計 0

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 2,845

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計

43 1.5 校長

計 43

4級
1　高等学校の校長の職務
2　特別支援学校の校長の職務

43 1.5

校長 43

48 88.9 教諭等
養護教諭 5

計 48

2級
1　中学校の教諭又は養護教諭の職務
2　困難な業務を行う中学校の助教諭、養護
   助教諭又は講師の職務

48 88.9

教諭 43

1 1.9
講師
等計 1

1級 中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 1 1.9

講師 1

5 9.3 教頭
計 5

3級 中学校の教頭の職務 5 9.3

教頭 5

0 0.0 主幹教諭

計 0
特2級 中学校の主幹教諭の職務 0 0.0

合　計 54

0 0.0 校長
計 0

4級 中学校の校長の職務 0 0.0
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⑧小学校、中学校等教育職員給料表（市町村立学校職員）

⑨高等学校等教育職員給料表（市町村立学校職員）

⑩学校栄養職員給料表（市町村立学校職員）

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計

837 14.1
講師
等

養護助教諭 55

計 837
1級

小学校又は中学校の助教諭、養護助教諭又は
講師（以下「助教諭等」という。）の職務

837 14.1

講師 782

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

4,388 74.1 教諭等

養護教諭 305
栄養教諭 38
講師 2

計

2級

1　小学校又は中学校の教諭、養護教諭又は
   栄養教諭の職務
2　困難な業務を行う小学校又は中学校の助
   教諭等の職務

4,388 74.1

教諭 4,043

4,388

344 5.8
副校長
教頭

教頭 343

計 344
3級 小学校又は中学校の副校長又は教頭の職務 344 5.8

副校長 1

16 0.3 主幹教諭

計 16
特2級 小学校又は中学校の主幹教諭の職務 16 0.3

主幹教諭 16

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 5,921

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計

336 5.7 校長
計 336

4級 小学校又は中学校の校長の職務 336 5.7

校長 336

13 86.7 教諭

計 13

2級
1　高等学校の教諭の職務
2　困難な業務を行う高等学校の助教諭又は
   講師の職務

13 86.7

教諭 13

1 6.7
講師
等計 1

1級 高等学校の助教諭又は講師の職務 1 6.7

講師 1

1 6.7 教頭
計 1

3級 高等学校の副校長又は教頭の職務 1 6.7

教頭 1

0 0.0 主幹教諭

計 0
特2級 高等学校の主幹教諭の職務 0 0.0

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 15

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計

0 0.0 校長
計 0

4級 高等学校の校長の職務 0 0.0

校長

2級 困難な業務を行う栄養士の職務 10 25.6

栄養士 10

計 10
28 71.8

係
員
級

計 13
1級 栄養士の職務 13 33.3

栄養士 13

11 28.2
係
長
級

計 4
4級

1　主査栄養士の職務
2　困難な業務を行う副主査栄養士の職務

4 10.3

主査栄養士 4

3級 副主査栄養士の職務 5 12.8

副主査栄養士 5

計 5

合　計 39

5級 困難な業務を行う主査栄養士の職務 7 17.9

主査栄養士 7

計 7
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⑪警察官給料表

（注）1　職員の給与に関する条例、教育職員の給与に関する条例、市町村立学校職員の給与に関する条例、

　警察職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2　任期付職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員、再任用職員及び臨時的任用職員も本表に含む。

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計

計 246
1級 係員の職務 246 11.1

係員 246

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

3級
1　主任の職務
2　特に困難な業務を行う係員の職務

502 22.7

係員 234
主任 268

計 502

2級 困難な業務を行う係員の職務 384 17.4

係員 381
主任 3

計 384

187
教官 4
課長補佐 61

199

次席・副隊長 10

計 65

515 23.3
警
部
補

計 602

5級
1　調査官の職務
2　課長補佐又は警察署の課長の職務
3　困難な業務を行う係長の職務

314 14.2

係長

4級
1　係長の職務
2　困難な業務を行う主任の職務

602 27.2

主任 278
係長 324

1,410 63.8

巡査
・

巡査
長
・

巡査
部長

6級

1　管理官の職務
2　次席、次長又は副隊長の職務
3　困難な業務を行う調査官の職務
4  困難な業務を行う課長補佐又は警察署の
   課長の職務

65 2.9

課長補佐 4
警察書課長 3
調査官 47

9.0
警
部

警察書課長 48
課長代理 14

計 314

刑事官 1

86 3.9
警
視

刑事官 2
課長 6
副所長 9
監察官

7級

1　警察本部の課長、隊長又は監察官の職務
2　警察署（大規模な警察署を除く。）の署
   長の職務
3　警察署の副署長の職務
4  困難な業務を行う管理官の職務
5　困難な業務を行う次席、次長又は副隊長
   の職務

62 2.8

次席・次長・副隊長 11
管理官 23

9
隊長

13

計 20

2

計 62

8級

1　理事官の職務
2　困難な業務を行う警察本部の課長の職務
3　困難な業務を行う警察署（大規模な警察
   署を除く。）の署長の職務

20 0.9

署長 7
理事官

計 15

合　計 2,210

9級

1　警察本部の部長の職務
2　警察学校の長の職務
3　参事官又は首席監察官の職務
4　大規模な警察署の署長の職務

15 0.7

校長 1
署長 6
参事官 8

18



⑫現業職給料表

（注）1　現業職員の給与に関する規則に基づく給料表の級区分による職員数である。

2　再任用職員も本表に含む。

【参考】一般職員の級別職員構成比の状況

（注）地方公務員給与実態調査における一般行政職に区分される職員（再任用職員は除く。）について記載している。

（％） 段階

1級
事務助手、用務員、校務員又は作業員（以下
「事務助手等」という。）の職務

0 0.0

29 100.0

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

計 0

3級
1　高度の技能又は経験を必要とする業務を
   行う事務助手等の職務
2　技師補の職務

5 17.2

用務員

係
員
級

計 0

2級
相当の技能又は経験を必要とする業務を行う
事務助手等の職務

0 0.0

計 5

4級
特に高度の技能又は経験を必要とする業務を
行う事務助手等の職務

6 20.7

校務員 6

1
校務員 4

合　計 29

計 18

計 6

5級
極めて高度の技能又は経験を必要とする業務
を行う事務助手等の職務

18 62.1

用務員 2
校務員 16
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イ　国の給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和２年４月１日）

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級

和歌山県（R2）

国家公務員（R2)

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和２年４月１日時点

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級

和歌山県１級

和歌山県３級

和歌山県２級

和歌山県５級

和歌山県４級

和歌山県７級

和歌山県６級

和歌山県８級

和歌山県９級
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ウ　昇給への人事評価の活用状況等

1 人事評価の実施状況
　平成18年4月から全職員を対象とした業績・行動に基づく勤務実績評価(平成19年度から人事評価)を

実施している。

2 昇給への人事評価の活用状況
　全職員について、業績と行動の両要素を総合的に点数による絶対評価を実施し、5段階（Ａ～Ｅ)に格付

しており、その評価結果（評語）に基づき、昇給区分（0～7号給）を決定している。

　　（知事部局の一般行政職給料表適用者）

イ　人事評価を活用している

ロ　人事評価を活用していない

3 令和2年4月1日の昇給状況

ア 特定職員

イ 特定職員以外の職員

※　　特定職員とは、行政職給料表7級以上の適用を受ける者をいう。

※　　全ての期間を勤務していない者（病気休暇の取得、昇給判定期間の最初の日以後に採用された者等）、
　 懲戒処分又は分限処分を受けた者で昇給区分が調整された者は除いている。
※　 人員分布率については、最高号給に到達した者を除いた割合である。

平成31年4月2日から令和2年4月1日
までにおける運用

特定職員

　　　　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○

　　　　上位、標準の区分 ○

一般職員

○ ○

活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給区分 上位（Ａ・Ｂ） 標準（Ｃ） 下位（Ｄ・Ｅ）

　　　　標準、下位の区分

　　　　標準の区分のみ（一律）

55歳以上
昇給号数 1号給以上 昇給なし 昇給なし

人員分布率 36.1% 63.9% 0.0%

55歳未満
昇給号数 5号給以上 3号給 2号給、昇給なし

人員分布率 25.0% 75.0% 0.0%

人員分布率 36.1% 63.7% 0.2%

55歳以上
昇給号数 1号給以上 昇給なし 昇給なし

人員分布率

昇給区分 上位（Ａ・Ｂ） 標準（Ｃ） 下位（Ｄ・Ｅ）

55歳未満
昇給号数 5号給以上 4号給 2号給、昇給なし

23.3% 75.9% 0.8%
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(6) 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

　　　期末手当　　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注） 1　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　 2　和歌山県の特定幹部職員（部・次長級）の支給割合については、期末手当2.2月分、

勤勉手当2.3月分である。

  ○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

1 人事評価（業績評価）の実施状況
 平成28年4月から、全職員を対象に評価期間(6月勤勉：12月1日～翌年5月31日､

12月勤勉：6月1日～11月30日）の人事評価（業績評価）を実施している。

2 勤勉手当への人事評価の活用状況
 平成28年12月勤勉手当分から、全職員を対象に人事評価（業績評価）結果に

基づき、所属長等からの内申により成績率（上位、標準、下位）を決定している。

　　（知事部局の一般行政職給料表適用者）

イ　人事評価を活用している

ロ　人事評価を活用していない

3 令和元年12月支給の勤勉手当成績率

ア 特定幹部職員（次長級以上の職員）

イ 特定幹部職員以外の職員

(1.45) (0.9) (1.45) (0.9)

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　 　5～20％
　・管理職加算　10～20％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　 　5～20％
　・管理職加算　10～25％

1,675

2.6 1.9 2.6 1.9

和　歌　山　県 国

1人当たり平均支給額（令和元年度） －

　　　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○

　　　　上位、標準の成績率 ○

令和元年度中における運用 特定職員 一般職員

○ ○

活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

上位 標準 下位

　　　　標準、下位の成績率

　　　　標準の成績率のみ（一律）

人員分布率 33.7% 66.2% 0.1%

上位 標準 下位

成績率
124.5/100
～109.5/100

94.5 80.5

成績率
144.5/100
～129.5/100

114.5 100.5

人員分布率 22.9% 77.1% -
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イ　退職手当（令和2年4月1日現在）

（支給率）　　自己都合　　　応募認定・定年 （支給率）　　　自己都合　　　応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(　2% ～　45% ) (　2% ～　45% )

退職手当の調整額 退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　なし　　　　　　　） （退職時特別昇給　　なし　　　　　　　）

千円 千円 千円 千円

（注）1　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た

　　　　額である。

　　　2　退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（令和2年4月1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ ％

（注）　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、企業会計等を除く普通会計から給与を支給される一般職

　の職員に対し国の率で支給したと仮定した場合たと仮定した場合の加重平均の支給率である。  

和　歌　山　県 国

在職した職務の級に応じた定額
（0円～65,000円)の60月分

在職した職務の級に応じた定額
（0円～65,000円)の60月分

1人当たり平均支給額　 1,023 21,762 1人当たり平均支給額　 - -

39.7575 47.7090 39.7575 47.7090

47.7090 47.7090 47.7090 47.7090

退
職
手
当
の
基
本
額

退
職
手
当
の
基
本
額

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.270750 28.0395 33.270750

神奈川県横浜市 16 1 16

神奈川県川崎市 16 2 16

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

東京都特別区 20 42 20

支給実績（令和元年度決算） 2,323,042 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 154,130   円

大阪府東大阪市 10 1 10

兵庫県神戸市 12 1 12

大阪府大阪市 16 14 16

大阪府吹田市 12 1 12

滋賀県彦根市 6 1 16

京都府京都市 10 4 10

上記以外の和歌山県内市町村 1.5 7,472 0

医師 16 32 16

鳥取県鳥取市 0 1 0

徳島県徳島市 5 1 5

和歌山県和歌山市 5 6,568 6

和歌山県橋本市 5 793 6

平　均　支　給　率 3.3 3.1
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エ　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度） 50.2 　％

手当の種類（手当数） 44

支給実績（令和元年度決算） 695,408 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 85,107 　円

月額20,000円以内
（支給対象業務の従事日数により
支給）

税外収入徴収手当
税外収入の事務に従
事する職員

出張して、税外収入の滞
納者と直接接して行う徴
収

128 千円 日額360円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和元年度決算)
左記職員に対する支給単価

税務手当
総務部総務管理局税
務課又は県税事務所
に勤務する職員

出張して県税の納入・納
税義務者と直接接して
行う課税調査、徴収

2,684 千円

防疫業務等手当
保健所等に勤務する職
員

①感染症の患者の移
送、医療又は感染症の
防疫作業
②家畜伝染病予防法に
基づく患畜に接する作業
等
③狂犬病予防法に基づ
く捕獲等

322 千円
①②日額330円
③日額600円

社会福祉業務手当

紀南児童相談所、子ど
も・女性・障害者相談セ
ンター又は振興局健康
福祉部に勤務する職員

生活保護法、児童福祉
法、母子及び父子並び
に寡婦福祉法、身体障
害者福祉法、知的障害
者福祉法又は売春防止
法に定める保護その他
の措置を必要とする者と
面接して行う生活指導
等

11,576 千円
月額12,800円以内
（支給対象業務の従事日数により
支給）

消防訓練指導手当
消防学校に勤務する職
員

救急実技訓練、火災防
御訓練、救助訓練等の
指導

202 千円 日額850円

病院看護業務等手
当

こころの医療センターに
勤務する看護師、准看
護師

正規の勤務時間による
勤務の一部又は全部が
深夜（午後10時から翌日
の午前5時までの間）に
おいて行われる看護等

30,984 千円

深夜における勤務時間
　深夜全部　　　 7,300円
　４時間以上　　 3,550円
    　　　　　      (4,050円)
　２～４時間未満 3,100円
  　　　     　　　　(3,600円)
　２時間未満　　 2,150円
　　　　　　    　　(2,550円)
※(　)内は月8回を超える勤務に
係る額

精神保健業務手当

福祉保健部福祉保健
政策局障害福祉課、健
康局薬務課、精神保健
福祉センター又は保健
所に勤務する職員

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律、
麻薬及び向精神薬取締
法に基づく調査（患者に
直接接する場合に限
る。）、診察の立会い、入
院措置のための移送

159 千円 日額600円

放射線取扱手当
エックス線装置等の取
扱いに従事する職員

有害放射線の影響を受
ける作業 196 千円 日額340円

と畜検査手当
保健所に勤務する獣医
師

と畜場法に基づくと畜検
査 99 千円 日額500円

し尿処理施設等検
査手当

環境生活部環境政策
局循環型社会推進課、
環境管理課、保健所又
は環境衛生研究セン
ターに勤務する職員

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律又は水質
汚濁防止法に基づく供
用開始後のし尿処理施
設又は浄化槽の立入検
査

7 千円 日額300円
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和元年度決算)
左記職員に対する支給単価

災害応急作業等手
当

振興局建設部に勤務す
る職員

重大な災害が発生した
現場において行う巡回
監視、応急作業、応急作
業のための災害状況の
調査等

6 千円

原子力災害（東日本大
震災を除く）に対処する
ための作業に従事した
職員

原子力緊急事態宣言が
あった場合に特定原子
力事業所の敷地内で行
う作業

0 千円

原子炉建屋内
　　　　日額  40,000円以内
上記以外
　　　　日額  20,000円以内

原子力災害対策本部長
の指示に基づき設定さ
れた区域を考慮して人
事委員会が定める区域
で行う作業

日額  10,000円以内
（心身に著しく負担を与えると人事
委員会が認める作業
日額　20,000円以内)

日額800円

東日本大震災に対処す
るための作業に従事す
る職員

東京電力株式会社福島
第一原子力発電所の敷
地内において行う作業

0 千円

原子炉建屋内
         　日額 40,000円
免震重要棟外での現場確認
         　日額 20,000円
免震重要棟外での巡回
         　日額 13,300円
免震重要棟内
         　日額　3,300円

帰還困難区域
屋外　日額  6,600円
屋内　日額  1,330円

居住制限区域
屋外　日額  3,300円
屋内　日額  　660円

水産試験場又は自然
博物館に勤務する職員

潜水器具を着用して、海
底調査等の潜水作業を
行う業務

0 千円 １時間400円

火薬類等災害調査
手当

総務部危機管理局危
機管理・消防課又は振
興局地域振興部に勤
務する職員

火薬類取締法、高圧ガ
ス保安法に基づく火薬
類又は高圧ガスの製造
施設等の災害調査

0 千円

日額300円

振興局建設部又は和
歌山下津港湾事務所
に勤務する職員

交通を遮断することなく
行う道路の維持補修等

6,296 千円 日額500円

特定大規模災害（東日
本大震災を除く）に対処
するための作業に従事
した職員

災害が発生した現場に
おいて行う巡回監視、応
急作業、応急作業のた
めの災害状況の調査等
（引き続き５日を下らな
い範囲内において人事
委員会が定める期間以
上）

0 千円
日額1,600円以内
（800円＋人事委員会が定める額
を加算した額）

特別環境作業従事
手当

振興局地域振興部又
は建設部に勤務する職
員

命綱等の使用が必要と
される墜落の危険が著
しい高低差10メートル以
上かつ傾斜40度以上の
急傾斜地で行う治山事
業の現場における測量、
調査、監督等

538 千円

用地交渉手当
用地交渉の事務に従
事する職員

現地における公共用地
の取得の交渉等

4,482 千円 日額1,000円

種雄牛馬等取扱手
当

畜産試験場に勤務する
職員

種雄牛馬の精液の採取
又は雌牛馬の受精卵採
取、移植若しくは直腸検
査

21 千円 日額300円

日額750円

漁業取締手当
農林水産部水産局資
源管理課に勤務する職
員

漁業取締船に乗り組ん
で行う違反漁業の取締 1,116 千円 日額620円
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死体処理手当

特定大規模災害に対
処するため、死体の取
扱いに関する作業で人
事委員会が定めるもの
に従事した職員

特定大規模災害に対処
するため死体の取扱い
に関する作業で人事委
員会が定めるもの

0 千円

日額　1,000円以内
（人事委員会が定める場合
　　　　　　日額　2,000円以内）
（心身に著しく負担を与えると
　　人事委員会が認める作業）
日額　2,000円以内
（人事委員会が定める場合
            日額　4,000円以内）

日額300円

麻薬取締手当

麻薬及び向精神薬取
締法第54条第2項に規
定する麻薬取締員を命
じられた職員

麻薬及び向精神薬取締
法第54条第5項に規定
する職務

47 千円 日額700円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和元年度決算)
左記職員に対する支給単価

有害物取扱手当
環境衛生研究センター
又は工業技術センター
に勤務する職員

毒物及び劇物取締法に
規定する毒物及び劇物
を使用して健康を害する
おそれがあると認められ
る程度の試験、研究又
は検査

572 千円

分校主任手当

小学校又は中学校教
育職員のうち分校主
任又はこれに相当す
る職にある者

分校主任等の担当授業 203 千円 日額300円

複式手当
小学校又は中学校教
育職員

異なる２の学年を１学級
として行う授業

7,248 千円

日額290円

準単級手当 小学校教育職員
異なる３以上の学年を１
学級として行う授業

日額350円

定時制課程事務手
当

定時制又は通信制の
高等学校に勤務する
事務職員

午後5時以降におい
て、2時間以上勤務す
る定時制・通信制課程
の事務業務

130 千円 日額120円

舎監手当
寄宿舎の舎監を兼ねる
県立学校教育職員

正規の勤務時間以外に
おける学生寮での寮生
への生活指導等(２時間
以上)

488 千円 日額1,100円

兼務手当 高等学校教育職員

本務以外に定時制や他
校の高等学校の通常課
程、通信教育等を担当
（兼務）する業務

1,957 千円 時間2,780円

教育業務連絡指導
手当

小学校又は中学校又
は県立学校に勤務す
る教諭のうち主任等
の係る職務に従事し
た者

教務主任、学年主任、
生活指導主任、進路指
導主任、特別支援学級
主任等の担当業務

51,489 千円 日額200円

私服作業手当
生活安全、刑事及び警
備部門の業務に従事す
る警察職員

犯罪の予防若しくは捜査
又は被疑者の逮捕等の
業務

52,895 千円
日額  560円（国内）
日額1,100円（国外）

教員特殊業務手当 教育職員

①非常災害時等の緊急
業務
②児童生徒引率指導業
務

357,340 千円

①(ｱ)児童生徒の保護又は緊
　　急の防災復旧業務
　　　日額　8,000円
　(ｲ)児童生徒の負傷疾病に
　　伴う緊急業務及び緊急
　　指導
　　　日額　7,500円
②(ｱ)修学旅行、公式試合等
　　で泊を伴うもの
　　　日額　5,100円
　(ｲ)部活動で休日等に行う
　　もの
　　　日額　2,700円
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和元年度決算)
左記職員に対する支給単価

警ら用自動車乗務
手当

地域部門の業務に従
事する警察職員

警ら用無線自動車を運
転して行う犯罪の予防、
捜査その他取締警戒等
の業務

15,051 千円

鑑識業務手当
犯罪鑑識の業務に従
事する警察職員

指紋、手口若しくは写真
又は理化学、法医学若
しくは銃器弾薬類の知識
を利用して行う犯罪鑑識
の業務

2,859 千円
日額280円（現場以外）
日額560円（現場）

警ら手当
駐在所、交番等に勤務
する警察職員

犯罪予防のための警ら
の業務

31,421 千円 日額340円

日額 420円

交通警察業務手当
交通部門の業務に従
事する警察職員

交通事故捜査、交通指
導取締等の業務 19,052 千円

(1)交通事故捜査・検問
     日額   560円（昼間）
     日額   840円（夜間）
     日額   840円（昼間・
       高速上）
     日額 1,260円（夜間・
       高速上）
(2)交通取締用自動二輪
     日額    560円（白バイ）
(3)上記以外
     日額    310円
     日額    460円（高速上）

日額1,000円以内
(人事委員会が定める場合
　　　　日額2,000円以内）
心身に著しい負担を与えると人事
委員会が認める作業
　　　　日額2,000円以内
(人事委員会が定める場合
　　　　日額4,000円以内）

留置管理手当
留置業務に従事する警
察職員

留置人の看守業務又は
被疑者等の護送業務

7,948 千円 日額320円

死体取扱手当

死体を取り扱う業務に
従事する警察職員

死体の検視・検証及び
解剖の補助の業務 21,521 千円

(1)検視・検証
            １体 1,600円
(2)検視・検証
    (損傷著しい死体)
            １体 3,200円
(3)検視・検証
    (検視官・刑事調査官)
            １体 3,200円
(4)解剖補助
            １体 3,200円

特定大規模災害に対
処するため死体を取り
扱う作業で人事委員会
が定める業務に従事す
る警察職員

特定大規模災害に対処
するため死体の取扱い
に関する作業で人事委
員会が定めるもの

0 千円

救難救助手当
救難救助の業務に従
事する警察職員

断がい、激流等の著しく
危険な場所での救難救
助の業務

0 千円 １回470円

爆発物処理等手当
爆発物等の処理に従
事する警察職員

爆発物又はその疑いの
ある物件の処理、火薬
類の製造施設等の災害
調査の業務

16 千円

(1)爆発物、特殊危険物質等処理
             1件　5,200円
(2)特殊危険物質による被害の
   危険がある区域での作業
             日額 　250円
(3)火薬類の製造施設の災害調査
       　 　 日額　 750円

夜間特殊業務手当
交替制勤務に服する警
察職員

正規の勤務時間による
勤務の一部又は全部が
深夜(午後10時から午前
5時まで)において行われ
る業務

58,351 千円

(1)深夜の全部を含む勤務
　　　　   　１回 1,100円
(2)深夜の一部を含む勤務
　　　　　　 １回   730円
(3)深夜の一部を含む勤務
   (2時間未満)
　　　　　　 １回   410円
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１回1,240円

潜水手当
潜水の業務に従事する
警察職員

潜水器具を着用して行う
証拠品若しくは遺体の捜
索又は人命救助等のた
めの潜水業務

8 千円 １時間400円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和元年度決算)
左記職員に対する支給単価

緊急呼出手当
生活安全、刑事、警備
及び交通部門の業務に
従事する警察職員

突発的に発生した事件
事故の処理作業のた
め、正規の勤務時間以
外の時間に呼出を受け
夜間（午後9時から翌日
の午前5時までの間）に
おいて行う業務

950 千円

(1)航空機の操縦
       １時間　5,100円
(2)搭乗して行う警察活動
       １時間  1,900円
(3)搭乗して行う整備業務
       １時間  2,200円
(4)捜索・救難救助のための降下
　　  日額加算 870円

災害応急手当

重大な災害が発生した
箇所又はその周辺にお
いて行う災害警備、遭
難救助、鑑識活動等の
作業に従事する警察職
員

異常な自然現象又は大
規模な火事等の事故に
より重大な災害が発生し
た箇所又は周辺で行う
災害警備、遭難救助、鑑
識活動等の業務

18 千円
日額840円
（警戒区域等危険地域840円加
算）

東日本大震災に対処す
るための作業に従事し
た警察職員

東京電力株式会社福島
第一原子力発電所の敷
地内において行う作業

559

航空手当

航空機に搭乗して行う
捜索、救難救助、救急
の業務等に従事した職
員

①搭乗して行う捜索、救
難救助又は救急の業務
②搭乗して行う災害発
生状況等の調査又は消
防若しくは防災の業務
③上記の訓練

2,122 千円

1時間1,900円
　 ただし、1月の総額は、1時間当
たりの額に80を乗じて得た額限度
(捜索・救難救助のための降下し
た日については1日につき870円
加算)

警察航空隊の業務に
従事する警察職員

航空機の操縦及び航空
機に搭乗して行う整備、
捜索等の業務

4,042 千円

特定大規模災害（東
日本大震災を除く）
に対処するための作
業に従事した警察職
員

災害発生箇所及び周辺
において行う災害警
備、遭難救助、鑑識活
動等の業務（引き続き
５日を下らない範囲内
において人事委員会が
定める期間以上）

0 千円

警戒区域等
　日額　2,520円以内
（1,680円＋人事委員会が定め
る額を加算）

上記以外の区域内
　日額　1,680円以内
（840円＋人事委員会が定める
額を加算）

原子力災害（東日本大
震災を除く）に対処する
ための作業に従事した
警察職員

原子力緊急事態宣言が
あった場合に特定原子
力事業所の敷地内で行
う作業

0 千円

原子炉建屋内
　　　　日額  40,000円以内
上記以外
　　　　日額  20,000円以内

原子力災害対策本部長
の指示に基づき設定さ
れた区域を考慮して人
事委員会が定める区域
で行う作業

日額  10,000円以内
（心身に著しく負担を与えると人事
委員会が認める作業
日額　20,000円以内)

千円

原子炉建屋内
         　日額 40,000円
免震重要棟外での現場確認
         　日額 20,000円
免震重要棟外での巡回
         　日額 13,300円
免震重要棟内
         　日額　3,300円

帰還困難区域
屋外　日額  6,600円
屋内　日額  1,330円

居住制限区域
屋外　日額  3,300円
屋内　日額  　660円
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オ　時間外勤務手当

（注）　職員1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和元年度決算）」と同じ年度の

4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない職員を除く。）

であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（令和2年4月1日現在）

千円 円

千円 円

犬等取扱手当
警務部門及び地域部
門の業務に従事する警
察職員

犬又は猫の受取若しくは
引取り、一時保管又は
保健所等への引渡しの
作業

0 千円
日額330円
ただし、捕獲の作業に従事した場
合は、270円を加算

(1)天皇、皇后、皇太子、皇太子妃
文仁親王、悠仁親王の身辺警衛
         　日額 1,150円
(2)上記以外の皇族、内閣総理大
臣等の身辺警護
　   　　  日額   640円

銃器犯罪捜査手当
刑事部門の業務に従
事する警察職員

防弾装備を着装し、武器
を携帯して行う銃器犯罪
捜査等の業務

0 千円

(1)銃器使用犯罪現場での
   犯人逮捕
           日額 1,640円
(2)銃器使用犯人逮捕、(3)銃器所
持犯人逮捕、(4)(1)の業務に付随
する直近警戒
           日額 1,100円
(5)(2)の業務に付随する直近警
戒、(6)銃器使用暴力団抗争の組
事務所等での警戒、(7)保護対策
としての固定警戒等
            日額 820円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和元年度決算)
左記職員に対する支給単価

警護等手当
警備部門の業務に従
事する警察職員

天皇若しくは皇族の身辺
警衛又は内閣総理大臣
等の身辺警護の業務

306 千円

内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（令和元年度決算）

支給職員1人当たり
手　当　名 平均支給年額

（令和元年度決算）

支給実績（平成30年度決算） 2,669,017 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 412 千円

支給実績（令和元年度決算） 2,772,029 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 429 千円

住居手当
住居を借り受け月額12,000円を超
える家賃を支払っている職員
   (借家）　　 最高27,000円

異なる

基礎控除
額
16,000円
支給限度
額
28,000円

917,442 323,498

扶養手当

1　配偶者　　      　　　　  6,500円
2　子　　　　１人につき 　10,000円
3　父母等   １人につき   6,500円

※　満16歳から満22歳までの子
　　1人につき  5,000円加算

※1及び3は行政職給料表8級以
上相当は3,500円

異なる

行政職8
級相当以
上
配偶者
0円
父母等
0円

1,670,261 252,955

29



千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（令和元年度決算）

支給職員1人当たり
手　当　名 平均支給年額

単身赴任手当

公署を異にする異動等に伴い転
居し、やむを得ない事情により配
偶者と別居し単身で生活すること
を常況とする職員（異動前の住居
から異動直後の公署に通勤する
ことが困難であること。）
30,000円＋加算額（8,000～70,000
円、職員の住居と配偶者の住居と
の交通距離が100㌔以上の場合
に加算）

異なる

150km～
300ｋｍ間
の距離別
手当額に
ついて、国
と異なる
額

96,282 458,484

通勤手当

通勤距離が片道 2㌔以上で、交
通機関を利用し、又は交通用具を
使用して通勤している職員
1 交通機関　　限度額55,000円
2 交通用具
（1）二輪　  2,000～31,600円
（2）四輪    2,000～44,300円
3 パークアンドライド
　駐車料金の1/2　上限3,000円

異なる

２(2)四輪
　2,000～
44,300円

３ パーク
アンドライ
ド
駐車料金
の1/2　上
限3,000円

1,688,254 136,062

（令和元年度決算）

初任給調整手
当

医学等に関する専門知識を必要
とし、かつ採用による欠員の補充
が困難な職に採用された職員に
採用から35年以内の期間支給(採
用から１年経過するごとに額を減
じて支給）
　医師・歯科医師
    最高支給月額　414,800円
　獣医師
　　最高支給月額　33,100円

異なる

・医師、歯
科医師の
支給期間
が21年以
上につい
て、国と異
なる支給
額を適用

・獣医師
への支給

111,337 2,474,148

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた職員が
勤務した場合に支給
　一般の宿日直      4,400円
　機器等の監視、管理等
  のための当直      5,300円
　福祉施設等の生活介助
  等のための当直    6,100円
　医師当直　 　　　22,000円
　年末年始期間は、100分の150を
乗じて得た額

異なる
年末年始期
間の支給額 354,303 233,676

へき地手当

へき地学校に勤務する教職員に
給料及び扶養手当の月額の合計
額に級別に応じた支給割合を乗じ
て得た額
　 ３級地　８％
 　２級地　６％
 　１級地　４％
 　準ずる学校　２％

39,154 143,420

特地勤務手当

交通至難な地その他生活の不便
な地域に在勤する職員に対して支
給
　１級地　4,000円/月
　２級地　7,000円/月
　３級地 10,000円/月

異なる

給料及び扶
養手当の合
計額に一定
割合を乗じ
て得た額を
支給
１級地
　　４％
２級地
　　８％
３級地
　　12％

573 31,840
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時
から翌日の午前５時までの間に勤
務した職員に支給
１時間当たりの給与額×0.25×時
間数

同じ 191,315 96,138

管理職員特別
勤務手当

管理職手当支給対象職員が臨時
又は緊急の必要等により週休日
等に勤務した場合に支給
　６時間以下 6,000～12,000円
　６時間超   9,000～18,000円

同じ 4,395 44,394

内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（令和元年度決算）

支給職員1人当たり
手　当　名 平均支給年額

（令和元年度決算）

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員
に職務の級及び支給区分に応じ
て定額を支給
（55,000～126,400円）

異なる 支給額 1,095,678 718,477

休日勤務手当

祝日法による休日等において正
規の勤務時間中に勤務した職員
に支給
１時間当たりの給与額×1.35×時
間数（年末年始は、１時間当たり
の給与額×1.5×時間数)

異なる
年末年始の
支給割合 598,333 225,786

産業教育手当

農業又は工業に関する科目の授
業及び実習を担当する教員に給
料の５％（定時制通信教育手当受
給者は３％）を支給

40,659 232,340

定時制通信教
育手当

定時制・通信教育に従事する校長
及び教員に給料の５％（管理職手
当受給者は４％）を支給

36,544 266,743

義務教育等教
員特別手当

小中学校、県立学校に勤務する
教育職員に級号給に応じて2,000
～8,000円を支給

514,011 66,885

特定任期付職
員業績手当

特定任期付職員のうち、特に顕著
な業績を挙げたと認められる職員
に対し支給
　給料月額に相当する額

同じ 支給額 0 0

農林漁業普及
指導手当

普及指導員が現地において直接
農林漁業者に技術及び普及指導
を行ったときに支給
　日額800円
（給料月額の８％の範囲内）

3,286 73,031
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(7) 特別職の報酬等の状況（令和2年4月1日現在）
区　　分

円 （ ）円

円 （ ）円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） 　（1期の手当額）

＝
＝

＝

1 厳しい財政状況を踏まえ、令和2年度、知事及び副知事は給料及び期末手当を6％減額している。

　 なお、給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

2 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、知事及び副知事に

 ついては、1期(4年＝48月)、教育長については、1期(3年＝36月)勤めた場合における退職手当の                       

 見込額である。

なお、平成30年4月1日から知事、副知事及び教育長の支給率を引き下げている。

3 上記の他、知事、副知事及び教育長については、地域手当（5％）及び通勤手当が支給される

 （公用車通勤の場合を除く）。

給　　　　　料　　　　　月　　　　　額　　　　　等

給

料

知　　事 1,137,400 1,210,000

副 知 事 893,000 950,000

教 育 長 750,000

期
末
手
当

知　　事 （令和元年度支給割合）

副 知 事 3.4

教 育 長

議　　長 （令和元年度支給割合）

報

酬

議　　長 950,000

副 議 長 810,000

議　　員 770,000

　（支給時期）

知　　事 121万円×在職月数×0.568 32,989,440 （任期ごと）

副 知 事  95万円×在職月数×0.404 18,422,400 （任期ごと）

副 議 長 3.4

議　　員

退
職
手
当

教 育 長  75万円×退職理由別・勤続年数別支給率 1,883,250 （退任時）

(注)
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(8) 公営企業職員の状況
ア　工業用水道事業

(ア)　職員給与費の状況

ａ　決算

（注）1　職員手当には退職手当を含まない。

　　　2　職員数は平成31年4月1日現在の人数である。

3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、
　職員数には当該職員を含んでいない。

(イ)　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和2年4月1日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

(ウ） 級別職員数等の状況

　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和2年4月1日現在）

行政職給料表

（注）1　職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2　任期付職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員、再任用職員及び臨時的任用職員も本表に含む。

職員給与費比率 30年度の総費用に占
Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支

　　　計　　　Ｂ Ｂ／Ａ　　

元年度
人　 千円 千円 千円 千円 千円

20

20.1

区分 職員数 給与費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

元年度
千円 千円　 千円　 ％ ％　

866,598 105,256 208,438 24.1

2

計 2

5

45.0 361,895 547,999

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計

81,601 15,763 47,505 144,869 7,243

平均年齢 基本給 平均月収額

23.8
係
員
級

計 1
1級 主事又は技師の職務 1 4.8

主事 1

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

2 9.5
副主査 2

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事又は技師の職務

2 9.5
技師

5級
1　本庁の課長補佐の職務
2　本庁の班長又は地方機関の課長の職務
3　主任の職務

7 33.3

主任

5 23.8
係
長
級

計 2

4級 困難な業務を行う係長又は主査の職務 5 23.8
主査

3級
1　係長又は主査の職務
2　副主査の職務

7

7 33.3

課
長
補
佐
級計 7

5

計 5

19.0
課
長
級

副課長 1
工業用水道管理センター次長 1

6級

1　本庁の課長の職務
2　振興局の部長の職務
3　地方機関（振興局及び和歌山県東京事務
　 所を除く。事項において同じ)の長の職務
4　本庁の副課長又は振興局の副部長の職務
5　企画員又は主幹の職務

3 14.3

課長 1

0

0

計 3

7級

1　参事の職務
2　困難な業務を行う本庁の課長の職務
3　困難な業務を行う地方機関の長の職務
4　困難な業務を行う振興局の部長の職務
5　困難な業務を行う企画員の職務

1 4.8

工業用水道管理センター所長 1

4

部
長
級

計

9級

1　本庁の部長の職務
2　本庁（和歌山海区漁業調整委員会事務局
　 を除く。）の事務局長の職務
3　困難な業務を行う振興局の長の職務
4　特に困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0

8級

1　本庁の部に置かれる局の長の職務
2　振興局の長又は和歌山県東京事務所の
　 長の職務
3　困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0.0
次
長
級

計 1

計

合　計 21

0 0.0
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(エ)　職員の手当の状況

ａ　期末手当・勤勉手当

千円

（令和元年度支給割合）

　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

ｂ　退職手当（令和2年4月1日現在）

（支給率）　　　自己都合　　　勧奨・定年

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置

(　2%～45%)
退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　なし　　　　　　　　）

千円 千円

（注）1　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た

  額である。

　　　2　退職手当の1人当たり平均支給額は、平成28～令和元年度に退職した職員に支給された平均額である。

ｃ　地域手当（令和2年4月1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

（注） （　）内は、再任用職員の数である。

1人当たり平均支給額（令和元年度）

1,729

2.6 1.9
(1.45) (0.9)

和歌山県

39.7575 47.7090

47.7090 47.7090

在職した職務の級に応じた定額
（0円～65,000円)の60月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　 　5～20％
　・管理職加算　10～20％

和歌山県

退
職
手
当
の
基
本
額

19.6695 24.586875

28.0395 33.270750

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制
度（支給率）

和歌山市 5 9 5

支給実績（令和元年度決算） 3,219 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 160,950   円

1人当たり平均支給額　 - 22,948

和歌山市及び橋本
市以外の地域

2 11(1) 1.5
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ｄ　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

ｅ　時間外勤務手当

（注）1 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

2 職員1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和元年度決算）」と同じ

 年度の4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない職

 員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

ｆ　その他の手当（令和2年4月1日現在）  

千円 円

手当の種類（手当数） 3

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和元年度決算)
左記職員に対する支給単価

千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 800 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度） 45.0 　％

支給実績（令和元年度決算） 7

用地交渉手当
公営企業課、工業用水
道管理センターに勤務
する職員

現地における公共用地
の取得の交渉の業務

0 千円

日額　1,000円
ただし、夜間に従事した場
合又は週休日等に従事し
た場合は、その勤務1日に
つき500円を加算すること
ができる。

災害応急作業等手
当

公営企業課、工業用水
道管理センターに勤務
する職員

重大な災害が発生した
工業用水道施設及びそ
の周辺において行う巡回
監視、応急作業のため
の災害状況の調査等

0 千円

日額800円
ただし、日没から日の出ま
での間に従事した場合
は、その勤務1日につき
400円を加算することがで
きる。

特別環境作業従事
手当

公営企業課、工業用水
道管理センターに勤務
する職員

①地上10ｍ以上の危険
箇所にて行う工業用水
道施設の管理業務
②非常に狭く崩落の危
険がある、又は水道管の
破裂等特別な危険の生
じるおそれのあるずい道
内の調査又は検査

7 千円
①日額　300円
②日額　500円

内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績 支給職員1人当たり

手　当　名
（令和元年度決算）

平均支給年額

支給実績（平成30年度決算） 2,726 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 160 千円

支給実績（令和元年度決算） 1,825 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 107 千円

（令和元年度決算）

扶養手当

1　配偶者　　　　　　6,500円
2　子　  １人につき 10,000円
3　父母等 １人につき 6,500円

※　満16歳から満22歳までの子
　　1人につき  5,000円加算

同じ 　 3,414 243,857
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千円 円

千円 円

千円 円

内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績 支給職員1人当たり

手　当　名
（令和元年度決算）

平均支給年額

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員
に職務の級及び支給区分に応じ
て定額を支給
（55,000～75,700円）

同じ 3,048 762,000

通勤手当

通勤距離が片道 2㌔以上で、交
通機関を利用し、又は交通用具を
使用して通勤している職員
1 交通機関　　限度額55,000円
2 交通用具
（1）二輪　  2,000～31,600円
（2）四輪    2,000～44,300円
3 パークアンドライド
　駐車料金の1/2　上限3,000円

同じ 2,807 133,667

（令和元年度決算）

住居手当
住居を借り受け、月額12,000円を
超える家賃を支払っている職員
（借家）　　最高27,000円

同じ 932 310,800
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イ　土地造成事業
(ア)　職員給与費の状況

ａ　決算

（注）1　職員手当には退職手当を含まない。

　　　2　職員数は令和2年4月1日現在の人数である。

3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、
　職員数には当該職員を含んでいない。

(イ)　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和2年4月1日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（ウ） 級別職員数等の状況

　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和2年4月1日現在）

行政職給料表

（注）1　職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2　任期付職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員、再任用職員及び臨時的任用職員も本表に含む。

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

元年度
千円 千円　 千円　 ％ ％　

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 30年度の総費用に占
Ａ  

Ｂ／Ａ　　

元年度
人　 千円 千円 千円 千円 千円

3 12,516

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ

471,214 164,471 25,174 5.3 2.6

区分 職員数 給与費 一人当たり給与費

計 0

1

46.7 387,982 585,478

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合　計

2,628 5,494 20,638 6,879

平均年齢 基本給 平均月収額

33.3
係
員
級

計 0
1級 主事又は技師の職務 0 0.0

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

1 33.3

副主査 1

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事又は技師の職務

0 0.0

5級
1　本庁の課長補佐の職務
2　本庁の班長又は地方機関の課長の職務
3　主任の職務

1 33.3

主任

0 0.0
係
長
級

計 1

4級 困難な業務を行う係長又は主査の職務 0 0.0

3級
1　係長又は主査の職務
2　副主査の職務

1

1 33.3

課
長
補
佐
級計 1

計 0

33.3
課
長
級

6級

1　本庁の課長の職務
2　振興局の部長の職務
3　地方機関（振興局及び和歌山県東京事務
　 所を除く。事項において同じ)の長の職務
4　本庁の副課長又は振興局の副部長の職務
5　企画員又は主幹の職務

1 33.3

主幹 1

0

0

計 1

7級

1　参事の職務
2　困難な業務を行う本庁の課長の職務
3　困難な業務を行う地方機関の長の職務
4　困難な業務を行う振興局の部長の職務
5　困難な業務を行う企画員の職務

0 0.0

1

部
長
級

計

9級

1　本庁の部長の職務
2　本庁（和歌山海区漁業調整委員会事務局
　 を除く。）の事務局長の職務
3　困難な業務を行う振興局の長の職務
4　特に困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0

8級

1　本庁の部に置かれる局の長の職務
2　振興局の長又は和歌山県東京事務所の
　 長の職務
3　困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0.0
次
長
級

計 0

計

合　計 3

0 0.0
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(エ)　職員の手当の状況

ａ　期末手当・勤勉手当

千円

（令和元年度支給割合）

　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

ｂ　退職手当（令和2年4月1日現在）

（支給率）　 　自己都合　　　勧奨・定年

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置

(　2%～45%)
退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　なし　　　　　　　　）

千円 千円

（注）1　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た

  額である。

　　　2　退職手当の1人当たり平均支給額は、平成28～令和元年度に退職した職員に支給された平均額である。

ｃ　地域手当（令和2年4月1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

（注） （　）内は、再任用職員の数である。

1人当たり平均支給額（令和元年度）

1,831

2.6 1.9
(1.45) (0.9)

和歌山県

1人当たり平均支給額　 - -

39.7575 47.7090

47.7090 47.7090

在職した職務の級に応じた定額
（0円～65,000円)の60月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　 　5～20％
　・管理職加算　10～20％

和歌山県

退
職
手
当
の
基
本
額

19.6695 24.586875

28.0395 33.270750

和歌山市及び橋本
市以外の地域 1.5 0 1.5

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制
度（支給率）

和歌山市 5 3 5

支給実績（令和元年度決算） 688 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 229,333   円
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ｄ　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

ｅ　時間外勤務手当

（注）1 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

2 職員1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和元年度決算）」と同じ

 年度の4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない職

 員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

ｆ　その他の手当（令和2年4月1日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

支給実績（令和元年度決算） 0

- - - - 千円

手当の種類（手当数） 0

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和元年度決算)
左記職員に対する支給単価

千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 0 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度） 0.0 　％

内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績 支給職員1人当たり

手　当　名
（令和元年度決算）

平均支給年額

支給実績（平成30年度決算） 349 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 175 千円

支給実績（令和元年度決算） 179 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 89 千円

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員
に職務の級及び支給区分に応じ
て定額を支給
（55,000～75,700円）

同じ 660 660,000

通勤手当

通勤距離が片道 2㌔以上で、交
通機関を利用し、又は交通用具を
使用して通勤している職員
1 交通機関　　限度額55,000円
2 交通用具
（1）二輪　  2,000～31,600円
（2）四輪    2,000～44,300円
3 パークアンドライド
　駐車料金の1/2　上限3,000円

同じ 202 67,333

（令和元年度決算）

扶養手当

1　配偶者　　　　　　6,500円
2　子　  １人につき 10,000円
3　父母等 １人につき 6,500円

※　満16歳から満22歳までの子
　　1人につき  5,000円加算

同じ 576 288,000
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